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研究成果の概要（和文）：

東アジアの共通競争法は、当面は、行政権優位の競争法が相応しい。行政権が競争制限に関

与する度合いが大きいので、それを規制する行政当局は、独立性よりも、強い実行力が求めら

れるべきである。さらに、競争法のグローバルスタンダードはカルテル規制と市場支配的地位

の濫用規制、企業結合規制という３本柱であるが、東アジアでは、不公正な取引方法、不公正

な競争方法の規制に力を入れ、市場支配的地位の濫用規制に力を入れるべきである。

研究成果の概要（英文）：

The East-Asian Common Competition Law ought so far to be established by administrative
competition law, not by judicial competition law. Because of the requirements for the
regulation of competition restraints involved by governmental practice, strongly
enforcing authorities is required for rather than politically independent authorities.
And even global standards of competition laws might be composed of cartel regulation,
monopoly conduct regulation and M &A regulation, the East-Asian Common Competition Law
should be based on the regulation of unfair trade practice or unfair competition practice
and regulation of misuse of dominant market position.
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１．研究開始当初の背景

経済のグローバル化の進行が進み、東アジ

ア共同市場の建設、さらに東アジア共同体の

建築が将来的な課題として議論されるなか

で、それを先取りするような東アジア共通競

争法の制定の提案を、韓国や台湾、中国の競

争法の研究者と共同研究を通じて行う意義

は大きいと考えた。経済発展が著しい東アジ

ア地域において、韓国、台湾、中国、日本の

経済法の研究者の活発な学術的な議論と真

摯な交流それ自体のうちに、経済のグルーバ

ルかとは一線を画すような将来の東アジア

共同市場や東アジア共同体の構想の萌芽が

育まれるということが構想された。

２．研究の目的

東アジア各国の競争法の特徴と各国の差

異を共同研究しながら、グローバルスタンダ

ードとされる米国や欧州の競争法とは異な

る東アジアに固有の競争法を構想すること

が目的とされた。東アジア共通の競争法の提

言を目指して研究すれば、それが可能となる

条件やその内容の枠組みが明らかになると

いうことが期待できた。日本の競争法研究が、

自国と欧米の競争法の研究に限定されてき

たなかでは、我々のこの様な地域的な研究が

経済のグローバル化の進行の中でこそ将来

的な意義が大きくなるということが予測さ

れていた。

３．研究の方法

毎年、年間の共同の研究テーマを設定しな

がら、その実施を研究推進担当者の各自の研

究計画に委ね、担当者の個人レベルの文献研

究に本研究の基礎に置いた。そのうえで、年

の数度開かれる国内や国際シンポジューム

でその成果を披露してもらい、それをさらに

メールでの意見交換により検討する機会を

設けるという方法を採用した。

中国や、香港、韓国の競争法制度や台湾の競

争法の制度はやはりそれぞれの国の研究者

に報告してもらうことが当面効率的である

ことから、そうした国々の優秀な研究者の情

報を集めることが肝要であった。そのお陰も

あって、台湾、韓国や中国の研究者では一流

の研究熱心な学者がわれわれのネットワー

クに入り、研究の効率性にも大いに貢献した。

４．研究成果

東アジア競争法が対象とする社会と経済

の特徴として､①競争制限の原因に行政権が

関与していることが多いこと、②自由競争よ

りも公正競争が理解され支持されやすいこ

と、③行政権の裁量的権限が強く､その法的

統制は弱いこと、④司法権は弱く､時に腐敗

していること、⑤経済法・競争法の領域では

東アジアの儒教文化の影響は意外と弱いこ

と、が挙げられる。

この様な特徴の下では、（１）東アジアの

共通競争法は、当面は、英米型の司法権優位

の競争法よりも、行政権優位の競争法が相応

しいと思われる。また（２）東アジアでは行

政権が競争制限に関与する度合いが大きい

ので、それを規制する行政当局は、法競争法

の執行における独立性よりも、強い実行力が

求められるべきである。実行力により早く成

果を挙げて、国民の競争政策に対する理解と

支持を獲得することが重要である。さらに、



（３）競争法のグローバルスタンダードはカ

ルテル規制と市場支配的地位の濫用規制、企

業結合規制という３本柱であるが、公正競争

に高い価値を与える傾向のある東アジアで

は、不公正な取引方法、不公正な競争方法の

規制に力を入れ、市場支配的地位の濫用規制

に力を入れるべきである。それによって、東

アジアに固有の競争法を構想して、これを提

言することが可能になろう。東アジア共通競

争法の具体的な提言にまでは至らなかった

が、その前提を整える大きな成果を得たと考

えている。この成果を、研究代表者は、外国

では台湾や韓国で、国内では、公正取引委員

会の競争政策センターや名古屋大学で講演

としている。
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